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河川保全利用委員会（仮称）

●フローチャート

●整備効果

●提案理由

申 請 者

河川管理者

占用申請 占用許可

又は不許可

河川保全利用委員会

※意見照会 意見を聴く

従来の占用許可事務手続き

河川整備計画策定後必要と
なる手続き

ゴルフ場、公園等占用施設の新設及び更新の許可にあたって、河川管理
者からの意見照会を受け、周辺環境及び地域性に考慮しつつ、川らしい
自然環境を保全・再生する観点に立って、占用施設のあるべき姿につい
て検討を行い、河川管理者に対して意見を聴く。

2/2

合意形成のもと地域の意向を踏まえた適正な利用

利用－２

提言

基礎案

堤内地などで代替できる機能は長期的には堤内に移行することを
目標とし、また、河川環境・生態系に負の影響を与える利用は制限。

グラウンド等本来河川敷以外で利用するものについては、縮小して
いくことを基本とする。

しかしながら・・・

多数の既存施設、新たな整備要望そして利用者

・縮小は地域に与える影響が大きく合意形成が必要

・縮小させるための判断基準（環境）が未整備

河川保全利用委員会を設立し検討
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河川保全利用委員会（淀川河川事務所）

●具体的な整備内容
占用施設の新設及び更新の許可にあたっ
ては、周辺環境・地域性に考慮し、川らしい
自然環境を保全・再生することを重視し、学
識経験者、自治体等関係機関からなる河
川保全利用委員会（仮称）を設置し意見を
聴くとともに、住民から広く意見を聴き、
個々の案件毎に判断する。
・設置単位 淀川本川、猪名川、宇治川、

桂川、木津川下流、瀬田川、
木津川上流、野洲川、
草津川

なお、必要に応じて、グラウンドとして使わ
れている自由使用の河川敷や堤外民地利
用実態について河川保全利用委員会に意
見を聴く。

委員会

●実施スケジュール

H15 H17 H19 H21 H23 H25

H16/12 H18/4H16/4 H16/8 H17/4 H17/8 H17/12

・河川敷利用（占用許可）フローチャート

※委員会への意見照会は、標準処理期間内の処理が必要なため実務的には
申請前が望ましい（更新案件については年度毎にまとめて照会）。

●概要等

申 請 者

河川管理者

占用申請
占用許可

又は不許可

河川保全利用委員会（仮称）

※意見照会 意見を聴く

従来の占用許可事務手続き

河川整備計画策定後必要と
なる手続き

ゴルフ場、公園等占用施設の新設及び更新の許可にあたって、河川管理
者からの意見照会を受け、周辺環境及び地域性に考慮しつつ、川らしい
自然環境を保全・再生する観点に立って、占用施設のあるべき姿につい
て検討を行い、河川管理者に対して意見を聴く。

淀川
木津川
宇治川
桂川
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●概要
淀川管内では、
淀川河口～大阪京都府界

淀川本川河川保全利用委員会（平成１６年１２月７日設立）
大阪京都府界～笠置橋下流端

木津川下流河川保全利用委員会（平成１６年５月２５日設立）
大阪京都府界～天ヶ瀬ダム

宇治川河川保全利用委員会（平成１６年１１月９日設立）
大阪京都府界～渡月橋

桂川河川保全利用委員会（平成１６年９月１４日設立）

の四委員会を設立している。
委員構成
学識委員 （環境、体育、河川工学、都市計画、住民参加、緑地学、法律各分野）
行政委員 （環境、教育、都市計画各部局）

で構成されている

●委員会等からの意見
【琵琶湖部会】
琵琶湖河川事務所管内において、「河川保全利用委員会準備会」が発足し、委員会の役割
についての答申が得られたことは、評価できる。但しその内容は、「進捗状況詳細報告」から
は、ほとんど読み取れない。委員会の公開性、委員会と河川事務所との関係、淀川流域の
他の場所との関係など、詳細を明らかにされたい。
また、「国管理区間だけに限定しない」と一応はあるものの、本来、河川の直轄部分だけを
直接の対象とする発想そのものが誤っていることは、「提言」および「意見書」において、再三
述べたところである。必要とあらば関係機関との連絡を早急に行い、河川湖沼の全体におい
て、保全利用を図るべきでる。
【猪名川部会】
「 河川保全利用委員会」では、意見書の趣旨を踏まえ、「河川でなければできない利用」を
促進するための縮小目標など具体的な実施方針について審議すべきである。「河川でなくと
も利用できる」種の高水敷占用に関する新規または更新申請にあたっては、申請者に対して
まず堤内地に代替地を確保する努力を求めるなど、縮小する方向を旨として審査すべきであ
る。
特に高水敷の利用率が高度な淀川や猪名川などは、新規の高水敷占用を認めず、目標を
設定して段階的な縮小を図るべきである。

●進捗状況報告
各委員会では、個別の占用申請地について、利用者、占用申請者と公開での協議を行い、
整備計画基礎案での河川のあるべき姿と河川利用のあり方についての検討、周知を行って
いるところであり、各占用者には基礎案の理念である「縮小」については一定理解されたもの
と認識している。また、個別の占用では、環境への配慮等の具体的な提案のほか、グラウン
ド利用の縮小の合意がなされた箇所がある。

・淀川本川河川保全利用委員会（平成１７年３月１５日 第二回委員会開催）
・木津川下流河川保全利用委員会（平成１７年８月３１日 第七回委員会開催）
・宇治川河川保全利用委員会（平成１７年９月２６日 第４回委員会開催）
・桂川河川保全利用委員会（平成１７年７月２６日 第３回委員会開催）

上流三河川の各委員会の運営審議を円滑に遂行すべく、別途、上流三河川を対象に個別の
占用申請地を含み河川利用のあり方を広く協議する場（仮称「河川保全利用懇談会」）を設
立する予定である。
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●具体的な進め方
琵琶湖河川事務所が管理している各河川を対象とし、河川毎の特性を生かした利用のあり
方を考え、川でなくても良い占用施設は時間をかけて縮小するものとする。

●委員会等からの意見
【琵琶湖部会】
琵琶湖河川事務所管内において「河川保全利用委員会準備会」が発足し、委員会の役割

についての答申が得られたことは、評価できる。但しその内容は、「進捗状況詳細報告」から
は、ほとんど読み取れない。委員会の公開性、委員会と河川事務所との関係、淀川流域の
他の場所との関係など、詳細を明らかにされたい。
また、「国管理区間だけに限定しない」と一応はあるものの、本来、河川の直轄部分だけ

を直接の対象とする発想そのものが誤っていることは、「提言」および「意見書」において、再
三述べたところである。必要とあらば関係機関との連絡を早急に行い、河川湖沼の全体にお
いて保全利用を図るべきである。

●進捗状況
第１回委員会(h16.11.7)から第６回委員会(h17.9.1)までにおいて現地調査を通じて「望まし

い河川」についての議論を重ね、第８回委員会(h17.11.30)において委員会としての審査項目
が決定した。第９回委員会(h18.1.20)より個別の占用案件について審議が行われている。

●今後の見通し等
現在、３件の占用更新申請を審議中であり、引き続き審議をおこなっていく。

●進捗状況

委員会審査状況 現地調査状況
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●組織編成と進め方

河川保全利用委員会（仮称）、猪名川自然環境委員会及び猪名川・藻川公園委員会（公

園管理者）と調整。

●委員構成

学識委員 ３名（河川工学、都市計画、生態学）

行政委員 ８名（大阪府及び兵庫県の河川・環境・都市計画・公園部局）

●委員会等からの意見
・中州の平水位以上を主たる掘削対象としているが、流下能力の増大という観点からは、
高水敷の切下げなどについても検討する必要がある。【委員会】

・治水面の河道掘削場所としてどこを選択するかが大きな問題だ。河川管理者は中州を中
心に掘削する考えだが、猪名川には高水敷の公園が多い。中州だけではなくて、高水敷
を含めて考えないといけない。【猪名川部会】

・今回提示された河道掘削案は低水路のみの掘削となっているが、高水敷を掘削して低水
路の掘削を減らすという選択肢もあるはず。河川の自然環境を残すということであれば、
高水敷も含めた形で河道掘削を考える必要がある。【猪名川自然環境委員会】

●進捗状況
・本委員会設立に向けて、準備会議で検討中。
・次回準備会議で本委員会を設立予定。

＜準備会議開催状況＞
第１回準備会議：H16. 8. 6
・利用実態の把握及び占用物件の考え方と課題を整理
・高水敷公園のあり方を検討

第２回準備会議：H16.10.28
・公園管理者による公園委員会（仮称）設置の検討
自然を生かした公園モデル地区の整備等、関係機関との議論を重ねていくこと

第３回準備会議：H17.10.26
・治水目的の河道掘削の報告
・猪名川・藻川公園委員会設立の報告と運営方針を確認

第４回準備会議：H18. 1.24
・河川保全利用委員会（仮称）の運営方針を検討
・公園委員会の運営方針を報告

●進捗状況

第１回準備会議 第４回準備会議
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ホームレスの対策

●具体的な整備内容
「ホームレスの自立の支援等に関する特
別措置法」（平成１４年法律第１０５号）に基
づき自治体と一体となって、河川敷地にお
けるホームレスの対応を図る。

●実施スケジュール

実施
調整

関係機関調整

対策を推進

H15 H17 H19 H21 H23 H25

●概要

■従来までの個別管理者ごとの対応

個別管理者ごとの対応による悪循環

河川 → 道路 → 公園 → 河川 → ・・・・・

◆場所を移動するだけ

■ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（平成１４ 年法律第１０５号）

◆就業の機会の確保

◆安定した住居の場所の確保

◆保健及び医療の確保に関する施策

◆生活に関する相談及び指導

国

都道府県

市町村

民間団体

協力して対応

■法整備による効果

◆ ホームレスの自立

◆ 河川環境及び治安上の改善

◆ 治水上の障害物の除去
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●概要

地方公共団体の福祉、労働、
医療部局等

河川管理者
連携

ホームレスに対応

●ホームレス人数（平成１５年２月）
◆全国 ２５，２９６人

◆大阪 ７，７５７人

◇淀川水系 ５８４人

●委員会等からの意見
河川敷内のホームレス対策を速やかに行う必要があるが、実施に際しては人道的配慮が
必要である。
関係機関・自治体と一体となって、ホームレスの自立支援へ向けて、人道的な立場で対応す
る必要がある。また、ホームレスに対して、高水敷の増水時の危険性、火災の危険性、防犯
上の問題、河川環境への悪影響などについての情報提供を行う必要がある。

●進捗状況報告
日常巡視時においては口頭での撤去指導を行うと共に、関係機関との連携を取り是正に
努めている。
淀川管内では、日常巡視による実態把握のほか、平成１７年度より、ホームレスの自立支
援に向けて適時、関係自治体との情報交換を行い、現地での健康診断への協力の外、今後
の対応についての協力体制を協議中である。
また、環境事業施行と併行した重点的対応箇所を検討中である。
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迷惑行為の対策

●具体的な整備内容
年度毎に啓発活動実施計画を立て実施
する。また、野犬対策について、自治体に
協力する。

●実施スケジュール
検討
実施

迷惑行為に対する啓発活動（従来まで）

検討

迷惑行為啓発活動実施計画に基づく啓発活動

H15 H17 H19 H21 H23 H25

●概要

■自由使用による諸問題（迷惑行為）

◆ 一般利用者に対する危険な行為

◆ 沿川住民に対する騒音

◆ 河川環境破壊に繋がる行為

■提言

◆ 河川環境・生態系に負の影響を与える利用は制限する。

◆ 適切な利用に向けた規制等の仕組みづくりについては、（途中省略）
情報を共有することが必要である。

◆ 共有した情報をもとに、利用者・利用者同士・管理者が、お互いに意志
の疎通を図ったうえで、相互に調整を行い、独占的・排他的利用の制
限など、適切な河川利用についての仕組みづくりを行う必要がある。

■年度毎の実施計画による啓発活動

◆ 利用者や地域住民に対して、秩序ある利用の精神 を啓発（情報を
共有する。）

◆ 計画的及び継続的な啓発活動

■日常的な啓発活動

◆ 迷惑行為の早期発見、早期是正に努める。
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●概要

【迷惑行為啓発活動実施計画】
・記載内容
実施内容、実施個所、スケジュール等
・実施の目的
河川利用者や地域住民に対して、河川愛護の精神や秩序ある利用を啓発
・具体的実施内容
看板設置、チラシ配布、地域住民へのチラシ回覧、出前講座等

所轄警察と連名で設置している看板（淀川管内）

●委員会等からの意見
迷惑行為の対策は、河川敷だけではなく、水面利用も含めて考えていく必要がある。計画
的･継続的な啓発と日常的な啓発の両方の成果に期待する。
啓発にあたっては、環境教育との関連をも十分に配慮し、単なる迷惑行為の対策としてだけ
でなく、「河川生態系と共生する利用」の推進という観点から実施することが必要である。
また、住民や自治体との連携、河川利用者による通報などを容易にする方策などについての
検討も必要である。

●進捗状況報告
迷惑行為是正実施計画を立てて、早期の是正に努めている。

淀川管内では従前より休日を含む日常巡視による是正指導及び看板設置を行ない周知及
び是正に努めている。
平成１７年度より、危険行為、迷惑行為についての是正効果を高めるべく、関係機関との具
体的協議に着手し、関係機関との連名による看板の設置協議を進めているほか、禁止区域
の設定等の検討に入っている。
猪名川管内では迷惑行為が特に頻繁に行われる箇所について、警察との連名看板を設置
して警告を行うと共に、警察との連携を密に行い、取締りを強化している。

野犬については犬小屋等の不法工作物も散見されるため、その撤去を行うほか、平成１７
年度より、関係自治体との定期的協議を行い、情報交換、実態把握、周知、関係自治体によ
る現地での捕獲計画との協力体制を進めている。


